


 

 

 



  

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

   

 

  



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

(趣旨) 
第1条 この告示は、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9
条第2項の規定に基づき、那須町子どもの読書活動推進計画(以下「計画」という。)
を策定するため、計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 
(所掌事務) 

第2条 委員会は、次の各号における事項について検討し、那須町教育委員会(以下

「教育委員会」という。)に報告する。 
(1) 子どもの読書活動に係る調査研究に関すること。 
(2) 計画の策定に関すること。 
(3) その他子どもの読書活動推進のために必要な事項に関すること。 
(組織等) 

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 生涯学習課長の職にある者 
(2) 那須町立図書館長の職にある者 
(3) 関係行政機関の職員 
(4) 読書活動推進団体の役員等 
(5) 学識経験を有する者 
(6) その他教育委員会が必要と認める者 
(任期) 

第4条 委員の任期は、委嘱された日から計画策定の日までとする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(委員長及び副委員長) 

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
2 委員長は生涯学習課長、副委員長は那須町立図書館長の職にある者をもって充て

る。 
(委員長等の職務) 

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 
第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。 
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 
(庶務) 

第8条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。 
(補則) 

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会

が別に定める。 
 
附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 



 

 

No 職 氏 名 役 職 等 選 出 区 分 

1 委員⾧ 島村 育男 生涯学習課課⾧ 関係行政機関の職員 

2 副委員⾧ 深澤 厚子 那須町立図書館館⾧ 〃 

3 委員 増子 智和 学校教育課指導主事 〃 

4 委員 君 健一郎 高久小学校 教頭 〃 

5 委員 野沢 こずえ 那須中央中学校 教諭 〃 

6 委員 渡邉 洋介 
こども未来課 

子育て支援係⾧ 
〃 

7 委員 木村 美由紀 千振保育園 副園⾧ 〃 

8 委員 鈴木 哲也 
東陽小学校 PTA 会⾧ 

（町 PTA 連絡協議会⾧） 

読書活動推進 

団体の役員 

9 委員 薄葉 智子 図書館運営協議会 委員 〃 

10 委員 山元 寿美子   学識経験を有する者 

11 委員 大橋 悦子   学識経験を有する者 

       

No 職 氏 名 役 職 等 

1 教育⾧ 平久井 好一   

2 事務局 相馬 さおり 課⾧補佐兼生涯学習係⾧ 

3 事務局 大森 誠 指導主事兼社会教育主事 

4 事務局 益子 恵 主査 


